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鈴木：本日の主要テーマである第１委員会の運営についてですが、現在、大学改革の問題がますます重要な段階になってきており、そのような状況の中で高等教育に関する公立大学としてのグランドデザインを示していく必要があります。これは本委員会の分担ですので議論していこうと思います。委員会についての役割を復習するために、事務局から説明をお願いします。

宮澤：（資料５－１「第１委員会の担当事項」）現在の協会の現状は、委員会を数多く持てる状態ではありません。特別なもの専門的なものは専門委にということで数を減らし、第１・第２委員会が動き出しました。

（公立大学の制度についての説明資料５「公立大学に共通する課題―研究・開発課題」）

　第１委員会の今年度の活動の目標を修正しなければならない事態が起きています。特に財政のあり方については専門委員会を設置して協議することになろうかと思います。

　この秋までに文科省は、これからの大学のグランドデザインをまとめるつもりです。我々としては、従来のように、文科省から方針が出てから意見を言うというのではなく、前もって意見をまとめて伝えておくという進め方が求められます。しかし、公立大学の中の人材だけでこの問題を考えるのは難しいものがあります。加藤相談役に財政のあり方専門委員会の委員長になっていただき、その進め方の中身については、第１委員会で論議をつくして、それを専門委に付託せよとの児玉会長からの指示がございました。

　また、第２委員会の委員長の北九州大学学長田中先生が退任され、委員長の交代がございます。東京都立大学総長荻上先生に委員長をお願いしております。

鈴木：第１委員会の役割の中から財政に関しては専門委員会（財政あり方検討委員会）をつくって、そちらで中心的にやっていただくことにしたいと思います。何を議論するかは第1委員会が検討いたしますが、作業は専門委員会（財政あり方検討委員会）へ付託し、第１委員会は公立大学の目指す方向（グランドデザイン）の問題に集中して取り組みます。どういうことを付託するかについては資料（６－１）を見ていただきご意見をいただきたい。

荒又：全部このメンバーでできませんからけっこうだと思う。専門委に委託する内容を、忘れられたら困ることを出していくべきである。たとえば、財政の問題などです。たとえばうち（釧路公立大学）はとにかくお金がない。なにせ財政の柱が人口20万以下の釧路市なものですから。事務組合を作って大学を設置し、自治省の囲みは何とか作るときに突破したのですが、９他町村からのコントリビューションは年間10万円前後です。釧路市は建物を作った元利払い3億数千万円だまって出しているが、他は２～３０００万程度。授業料と地方交付税の積算分で運営している。積算分についても、危ない。公立大学が企業的な運営・会計ができるよう財政の弾力化はいいのだが、どこがどのようにお金を出してくれるのか見えてこないと意味がない。大学つくったからには設置者が責任を負えという雰囲気だが、そういってもお金のない大学の事情を聞き取っていただいて検討して欲しい。

下山：そのとおりですね。そして、その下に授業料だけでやっている私共のような大学（下関市立大学）がある。授業料からも吸い上げが始まっている。都留文科大学も似たような状況です。分権化時代の公立大学の財政について分担執筆したのは都留文科大の先生である。その二人のうちどちらかが専門委に入ってやっていただきたい。

下山：例年行っている「公立大学の財政」を引き続き作成して欲しい。

委員：大学の予算から交際費は抜いてやるべき。交際費は別掲数字で記載すべき。また、地方交付税の基準需要額の欄がない。総額×（１－財政力指数）で計算される基準需要額できているものは、法人化された場合どうなるのか。運営交付金は総務省と自治体両方から来るのか、などについても研究が必要。

法人化のところで直営か、公設民営か、法人化、三つの筋道どれでも選べといった上でグランドデザインについて考えるのはむずかしい。法人化にかぎってグランドデザインは作成されるのか。

宮澤：公立大学に関する政策資料を作成予定です。その中に財政のまとめは入れます。先生方の意見を取り入れたよりよい資料を次回の委員会で出したいと思いますので宜しくお願いします。

宮澤：（資料６－１「公立大学の財政のあり方」）公立大学の基礎整理と高度化対応、環境変化・情報変化への対応などが必要であるが、公立大学の財政問題については、考えるドラフトの段階で、どのような対応を考えているのか

荒又：交付税についてであるが、法人化されようとされまいと、その自治体に地方交付税は配られることをほぼ想定しているのか？

加藤：設置協形態が変わっても、設置者は同じ自治体であるので交付税を引き揚げということはない。しかし交付税を小さくして行くというもうひとつの大原則がある。これは別問題。

下山：行政組織から外れたものについて交付税の基準額に入れるということは法制上可能なのか。

加藤：あれは設置者自治体に出しているんです。

荒又：そこまで細かいことを総務省自身が考えていないのではないか。

荻上：国立大学も法人化後も文部科学省が出す。

加藤：国の予算の中に大学のための予算がなくなるかといったらそうではない。

荻上：設置者である地方自治体が大学には金出さないよといったらおしまいだけど、設置者の機能を果たしている限りは出すでしょう。

荒又：東京都と釧路は違う。

加藤：（資料６－２　文科省　「国立学校特別会計予算」の概要）

国立には高度化のための特別経費がかなり出ている。情報開示が少ない私立大学にも特別補助の額がけっこうある。この部分が自治体が負担していないのなら国が出すべきであって、それを理論的には根回しするのが、公費に関する重要な点である。公設民営になると私学補助をもらう権利はできるか。本当に来るのかは別問題。

井口：法人化特別委員会、財政のあり方委員会と、これらは誰かがやっていかなければいけないと思うが、法人化すればもちろんのこと、法人化しない場合でも現在公立大学の多くが持っている教職員の服務、人事管理上の規定、基本財産というものをどう算定するなど考えなければならない。法人化したらただちに必要になる。法人化しない場合でも現在置かれている大学と社会との関係でいえば、それははっきりさせておかなければいけない。特に教員の職務の規定がほとんどない。国立大学は形式的にせよ、一週間の勤務などは年度の初めに決められるが、それすらもない。先生全体がそれに慣れきっているのではないか。法人化を見返すとこのような基礎作業をどこかではじめていかなければいけない。できるだけ早い機会にモデルのようなものをどこかで出していただければ、それを参考に他大学も準備ができるのではないか。公民改革も当然でてくる。勤務時間等は各大学の管理機関が決めるべきこととなっている。

下山：40時間はそのままですよね。それをどうやって展開するかは別ですが。

井口：それをつまりどこの段階でどれだけの事業をやって、いつ自宅研修しているのか。自分の大学は私費であれば在外研修は公務出張として自動的に認められる。出勤簿も形式的にしかない。

下山：そういうところは多いと思います。法人化になれば、公務員の縛りがないので、標準的なモデル就業規則とか公大協が持っていた方が役に立つだろう。

井口：私のところの特殊事情なのかもしれないが、全体として特に教員の方に習慣的に定着していない。規則があってそれに準拠しなければいけないという意識改革が必要。

加藤：学長のリーダーシップが求められる。

荻上：我々のところでは、勤務時間中に審議会の集まりなどに参加は困るとまで厳しく要求されている。一週間のスケジュールをどことどこでと４０時間できっちり組まれる。審議会の参加も勤務外としなければならないような事態だ。

宮澤：根拠はなんでしょうか。

委員：一般的には職務専念義務がありますよね。

加藤：職務であるかどうかという問題。研修届を出していく。研修か兼業兼職か、決まりをつくるべき。荻上：東京都は情報開示非常に厳しいですから。そういうところまできっちりチェックされる。

下山：教授会の議事録公開をしている。

宮澤：法人化が動いていった時に起こってくる周辺のいろいろな条件整備が大事だと思うが、これらをすべて法人化委員会の中で最終整理して欲しいとお願いしてあります。

鈴木：これまで準ずるとしてきた国の大学がどうなるか。色々なご意見が出てわかってきたことは、全体としてこの特別委員会が財政の問題をやっていくということに異存はないようですが、各大学によってそれぞれの事情があるのでそれをにらんだ上でやっていただきたいということと、現在の財政状況については続けて資料を出していって欲しいといことだと思います。とにかく財政のありかた専門委員会をつくることは認めてもらったとしてよいでしょうか。

鈴木：（賛成）財政のあり方検討委員会のまとめ役は加藤先生にお願いできますでしょうか。

（賛成）

加藤：対面会議を前提にせず、メールでのやりとりで距離の落差はなくす方法で行こうと思う。（資料６－１）のところのどこからするか充分議論していない。それによって分野別にブレークダウンして人選をしたい。

鈴木：国公私の競争資金については競争資金に公大協が頑張っても、意味があるかわからない。文科省のようなガバメントの方の問題というよりも、そういったものをどういうふうに動かしていくかということを、何かの形でそれぞれ大学関係者の配分にかかわってくる。そこのところで設置形態で意識的差別がないようなカルチャーにしなければいけない。競争的資金はこれから増える可能性はありますけど。

加藤：おっしゃるとおりで、資料６の１の中で先行的に攻めるべきなのは２－（２）高等教育費の国際比較と（５）公立大学の基礎整備と高度化への国費投入と（６）だと思う。（４）は実務的な部分で入ってくると思う。

下山：「基盤的研究費の拡充と」くらいはつけていただきたい。「公立大学の基礎整備」の中に入っているのだと思いますが。

鈴木：これから実際に委員を誰にお願いするかというところは加藤先生にお任せをしたいと思います。

下山：「分権時代の公立大学」をやった人の二人のどちらかにやっていただきたい。

鈴木：それも含めて加藤先生に人選はお任せしてよろしいでしょうか。

（意義なし）

加藤：（資料「第1委員会公立大学の目指す方向についてのメモ」２８/３１学校経費調査）資料のソースは何か。

公立大学の実態調査も公立大学全体がどのくらいの経費でやっているのかを抜き出そうとしたら、項目の立てかた、一貫性がないことに気づいた。

鈴木：それに関しては、必ずしも教員に限らず会計実務に詳しい専門家にはいてもらう必要がある。

加藤：整合性の取れないままだと問題。議論ができない。

委員：とにかく１の議題の第１委員会の仕事については考えていたことから変わりましたが、それはお認めいただいたということで。

宮澤：新しい公立大学財政のあり方というものをまとめて、どう使って行くかについてですが、関係府省、総務省などが使う場面が出てくると思うが、そういう時彼らが「要求の項目だけじゃないか」とこういうのが入っていないと今相手にされないと思いますので、その辺については適宜考えていきたい。

委員：財政あり方で検討されたことは、総会に行く前には第1委員会に見せていただくということになります。では、荻上先生から中教審第１０回将来構想部会のご報告をお願いいたします。

荻上：（資料１　中教審中間報告）

「大学の質の保証にかかわる新たなシステム」についてであるが、現在は設置議会の認可によってできるが、事後チェックはほとんどないというのを大幅に改めて、これからは作るときは認可をゆるやかにして、事後チェックシステム、評価システムをきっちりとするという中間報告が出た。これについて公大協は、資料2にあるような意見を述べた。本来ならば会長がやるべきものであるが、たまたま私が委員だった私が意見陳述しました。

多くのパブリックコメントが寄せられているが、基本的な方向として事後チェック型への移行に反対はないが、具体的にはどのような形で行われるのか色んな意見がある。今、評価ということをしているのは、①大学評価・学位授与機構、②大学基準協会が代表的な二つであるが、この大学評価・学位授与機構とは自己目標であって、アクレディテーションをしているわけではない。これに対し基準協会は一定のレベルに達したかどうかを判定するアクレディテーション機関である。これからは、このアクレディテーション機関というものが権威をもっていくようになるであろう。

　特にこれから新しくスタートする法科大学院はスタート時からこれにきちんと適応していくようです。事前審査の部分についても、今までは学部であれば審査の対象、学科は届け出となっていたが、そういう考え方は必ずしも妥当ではないだろう。分野に注目すべき。大学とは学位授与機関だから、授与する学位の種類が今まで授与していた学位と基本的に同じものかという観点に立つべきではないのか。医学部の中に保健学科をつくるのと、保健学部をつくるのと差があったが、それを同じにして行く。

公大協もこの審議会の案の大筋には賛成であるが、注文をつけた。今パブリックコメントを受けて、最終答申に向けた審議が現在行われているが、多少の手直しはあるにしてもこの書類（資料３）で最終答申が行われるであろう。

荒又：学位授与機関と大学基準協会のほかにジャギーがあるのではないか。文章には入っていませんね。

荻上：どれを認証機関とするかはこれから審議がなされる予定です。

井口：１１Ｐに入っています。

荻上：事後チェックシステムは、今までは１０年単位で総合評価を出していたが、現在は７年単位にして、かなり強い形で義務づけることにした。ではもし受けなかったら失格とするのか。本来受けるべきであると義務付けたらどうなるかという議論になったが、そうすると基準協会の財政が持たないであろうから無理。入るときに審査をうけて会員になり、会員証を発行する。審査を受けたときに7年間有効の認定証を出す。すると場合によっては会員ではあるがちっとも審査は受けない。国立の大きなところはみんなそう。そうなると成立しなくなる。またこのような団体が他にもできてくる可能性もある。どこどこの認可がある学校は信頼されて、どこにも入っていないところは信用がなくなるなど。実際にどう機能するのか、なかなか日本にはあまりないシステムであるが、これからどうなるか。

委員：現在専門大学院が日本に１１校あり、有名なのは一橋のビジネススクールなどであるが、やがてはそれも一つのカテゴリーに入ってくる。しかし、現在大学院には「研究」というキーワードがあるのに対し、法科大学院にはカリキュラムに「研究」が入っていない。現在の専門大学院、ビジネススクールなどは入っている。そのあたりが一緒にできるのかどうかはまだわからない。

これはまだ資料はありません。現在ほぼ最終案は出ている。もう一度会議をして決定する。現在普通の大学院に行き、教授などになる先生が多いが、やがては法科大学院に必ず入ってそこを通って、それから研究大学院に入っていくというコースを想定。従来の大学院と新しいタイプの大学院と二本立てでいくというのが基本的な考え方。専門職学位課程という言葉が使われているが「職」という言葉を取り、「専門大学院」に。しかしこれも少しまぎらわしい。二種類の学位課程が大学に設定されるという方向です。では法学系はどうなるかという問題も。

荒又：国際規格のことについては話されているのか。degreeとディプロマが別に使われていたりする。欧米では同じ。何が違うのか明確でない。

荻上：法科大学院の卒業者に与える学位について、「実務修士」、「専門職修士」などは混乱招く。案の１になるだろう。法科大学院の場合は修士課程。国際比較でいうと法律修士はおかしい。アメリカではＪＤ、ドクターではないか。大至急、法科大学院システムのスタートに間に合わせなければいけない。大学院制度のグランドデザインを検討する余裕がないままスタートせざるを得ない。

荒又：別の話だが、社会教育で「道民カレッジ」というとんでもないものが計画されている。知事が学長で、北大総長が副学長。社会教育ネット採用し、何コマ何科目とったら修士、学士という制度。修士学士取得制度に混乱招くので困る。

荻上：質の保証の方ですが、今の制度では定員の何倍も入学生を入れてもかまわない。私学助成を打ち切られてもかまわないというある意味きちんとしている「経営の神様」みたいな大学もある。こういうことについて文部省は何もできない。新しく申請も何もしないでじっとしていれば法令違反状態でも何もできない、という議論も入っている。

鈴木：資料２の３Ｐ法令に反する大学組織についての資料があるが、法令で認められた大学の基準があいまいではないか。それぞれの認証機関で決められたものですか。

荻上：この法律違反に対し勧告・命令をするのは国です。

鈴木：大学がこういう基準を持つべきというのは国が決めるわけですね。

鈴木：それでは本日の重要な議題である「公立大学の目指す方向について」であるが、これについて議論を進めることが第1委員会の当面の役割であるといえる。それについてご意見をいただきたい。これに関して加藤先生から、これまでの現状も踏まえてグランドデザインについて報告をいただいた上で議論をはじめたい。

加藤：（資料８の説明）６月３日に高等教育局企画官でかつ中教審担当の岩根氏との意見交換をしました。

７月からこの問題を始めて、年内にグランドデザインをまとめる方向です。なぜ７月かというと、質の保証についての話し合いが現在行われているが、その最終報告を待ってグランドデザインの方針をまとめる予定とのこと。資料７の大学改革連絡会（中央教育審議会大学分科会と科学技術・学術審議会の両方の委員から構成される）のまとめを参照していただきたい。

資料８にもどりますと、何をするかについては３ページに書いてある。大学分科会長吉川先生のイメージによれば「理想的な大学のイメージがあり、それに対して阻害要因となっている制度を除き、第二段階として支援するシステムを用意していく」ということです。「グランドデザインの枠組み、公立大学をどうするかについてや、あり方、大学全般の形で考えた時の使い勝手の悪い点でもよいので意見があれば、おっしゃっていただければ取り上げていきたい」という程度の話し合いであった。

それと関連して、資料９折込　教育学術新聞を見て欲しい。私大協の「平成１４年度重点目標事業」で高等教育のグランドデザインについて書かれているのでお読みいただきたい。

私大団連の第３回私大将来構想委の報告を事務局がまとめた資料９が「高等教育分野に関する要請事項」である。これらは３つの大きな要素　①総合計画　②公正な競争条件の構築　③第三者評価のあり方　がある。私学関係の団体の説明を。

西澤：日本私立大学団体連合会（私大団連）は対官公庁などの折衝を務めている。日本私大連盟は古い慶応早稲田を中心とする。日本私大学協会や日本私立大学振興会がある。

加藤：公立大学の目指す方向についてのメモとして（1）「公立大学の存在意義」（２）「財政」（3）「評価組織」（４）「設置形態」（→法人化特別委員会で議論中）（５）「関係機関」をまとめた。これらを絶えず視野に入れていかなければならない。

さしあたり、法的な位置付けの問題は学校教育法（設置者の規定）、地方自治法（公の施設）の二つの観点から検討される。これらがどのような法体系の中にあるのか、きっちりと整理してほしい。目的については、「公立大学の使命と戦略」の三角形をもう少しつめていかなければいけない。

財政とのからみで「国費をどのように公立大学にも然るべき改革提言をして取り込むかなども含めいろいろな問題が出てきそうである。これを素材にして、グランドデザインをどこからどういうまとめをしていくかくらいまで、本日中に方向が出されればいいと思って整理したものです。

鈴木：資料７の議論はされているのでしょうか。

荻上：していない。開店休業状態です。

鈴木：文科省の担当官が考えたことであり、今後どういう問題の立てかたで協議会が進行していくか、ひとつの参考にはなるということで。

荒又：見開きの三角形の中の「地域貢献」の概念に食い違いがある。小さい大学の位置付け「地域の子弟で教育機会を提供する」を主目的とするとあるが、実態は異なる。全国から学生集まり、地域は２割（北海道５割）。しかしこれが理想的だと思っている。知恵も人材も札幌に集まっていくのに対して別の流れをつくる。知や人材を地域にもどしていく。そういう交流の中から地域貢献を図る。そこに非常に大きな役割があると思う。

加藤：大きな問題提起だ。

荒又：地方分権の時代に地域に大きな力を配置するには、現在の日本では公立大が大きな役割を果たしている。これを大事にするのは国策として大切である。

下山：それと文科省がいう国際競争力とはどのようにクロスするのか？

荒又：公立大学は少なくとも「学生が集まらなくて破産するか」というレベルではなくもう少し上を行っている訳で。少なくとも、国際的にこれくらいあれば何とか水域に達しているというラインがあって、そこより落ちないようするのが願いである。そういう中で、風土から何からシベリアやアラスカにつながった北極圏ですから、それらとのつながりも大事にしたい。環北極圏大学連合にも顔を出して顔つなぎをしてきている。そういう所へのアクセスは可能性としてあると思う。

加藤：二つあるが、一つは若者を呼んで出すという一種の教育の重要性。もうひとつは、地域は設置地域とは限らない。それは当然だと思う。しかし、これが三角形の全体に関わるというところは分からない。

荒又：狭い意味での地域を否定しているわけではありません。地域が国際的に広がることを前提にしている。全体が地域にとって大事だという考え方を強調すべき。

加藤：その方が説明しやすい。

鈴木：その辺は当面第1委員会としては、これからのグランドデザインに関する議論の中でやっていきましょう。丸の中か、三角形の中に丸があるのか。

荒又：公立大学にとっての地域はここだけの問題ではない。

鈴木：当面第１委員会ではグランドデザインについて考えていきたい。児玉会長のお考えをお聞かせ願いたい。

児玉：記録（資料７）を見せてもらったが、文科省の考えているグランドデザインはグランドデザインと呼べるのでしょうか。私もグランドデザインがどういうものかわからないが地方分権が大きな流れとして将来の方向が出されている。地方分権を考えているときに国立大を中心に文科省がとりしきるのか。アメリカでは例えばＵＣＣにより誰でもいつでも学び始めることができる能力と意欲によって学べるというＵＣシステムみたいなものを考えるとか、もうちょっと高等教育に対して壮大なものを考えているのか、本当に将来を見据えて考えているか疑問。現行の5年間を見据えるなど、場あたり的な感じがしてがっかりしている。

公立大学の在り方を、地方分権の時代というのを見据えて議論をしていけばグランドデザインにつながるものだと思っている。われわれの高等教育のあり方の中で公立大学のあり方を考えていくべき。財政支援のあり方はどうかというと、国公私ふくめて高等教育に必要なことを考えていく。何かにつけて高等教育全般に共通の考え方が出てくるだろう。そういう視点から、今までまとめてきたことを出発点にして考えていけるだろう。

鈴木：西澤先生、地方分権時代の大学については何かございますか？

西澤：まだ自分でやろうとしている段階です。

鈴木：確かにアメリカ州立大と私立大しかない。ドイツは州立大学。国立はない。日本は各地域に国立大、各地域にはりめぐらされてそれが国立大学というコンセプトができていますので…。

児玉：国公私立の間で高等教育機関の役割分担があるのか？逆に社会から見たときに、卒業生を受け入れる側からすれば国公私は世の中は区別はしない。そういう現実の中に人工的に役割分担を入れていくのはいかがなものか。

荒又：高等教育とはHigher Educationだが、日本では大衆化している。明治のころから比べれば厚みのある層のある時代。そこにどういう基準をつくり、日本の大学が４年間のバケーションと呼ばれないように、意味のあるものにしていく。そういうことに対する見通しがなければグランドデザインは見えない。

下山：文科省は役割分担の理念をもってやっている。公立大学は研究をしなくていいから教育の研究をしてください、と。しかしたとえばビッグビジネスが要求する先端技術開発に重点をおく。医療・看護などは民生にかかわる公立大学が増えているなど、事実上役割分担はできてきている。それがいいかどうかは問題はあるが、公立大学にも国立大学にも多様な大学があるのに、文科省の要求は「公立大学は教育をやっていればよい」とはっきりしている。

国際競争力ではくくれない。それはもともと経済学の概念で、世界市場に登場している商品にいえることである。公立大学はローカルなニーズに根ざしている。つまり、国際市場にでていない。先端技術などは確かに競争の対象であるが、大学の個性化をいうなら国際競争力というものが問題にならないところにも意義はあると、文科省に自覚してほしい。

加藤：大学を分類して位置付けていこうということですね。

荻上：高等教育機関の差別化というタブーだった概念をそろそろ取り払う必要があるのではないか。はっきり公の場で議論すべきではないかという意見は時々出てきてはいるが、進んではいない。

加藤：これは国費の配分につながってくるわけです。

鈴木：（資料８）研究費は競争的資金で考えましょう。教育は基盤経費的に考えましょう。

加藤：運営交付金の２大分離はそれである。

児玉：ぱっとは分けがたいとは思うが、なるべく分けるべきだ。研究費に対しては国公私を通じて獲得しあうような形に、教育は学生に対する責任を果たせるべきもので、研究は先生方のためにやるという形を取るべき。

下山：日豪高等教育フォーラムで考えたのは、よい人間を作らないとこれからの地球はもたない。これが大衆化した高等教育の第一の課題。２１世紀の地球を維持するための教育、人間をつくる。もちろん生産力や経済は大事であるが、これに国際競争力というものをあてはめるのは難しい。

加藤：人間を作る議論ではそこで終わってしまうので、どういう人間をつくるのかであり、それは教育の基本であるが、なかなか論は進まない。それぞれの大学で考えているけれどなかなか決まらない。結果的に国公私の区別はないとなってしまう。普遍的一般的な議論をしながら、文科省のようなちまちましたところだけではなく、その中でも否定すべきところ、強調すべきところを考えまとめていくべき。戦後はじめて公大協でこのような議論はじまったのでヨチヨチ歩きは仕方がない。

鈴木：なぜ公立大学が公立大学なのかということを基本的に考えるべき。

児玉：それを誰も考えてくれない。

鈴木：それぞれの公立大学が設置された時には、きちっとした使命なり理由があったはずなんです。

宮澤：わりと新しいものには、理念のはっきりしているのが多くある。ところが、その理念が全体の中でどういう役割を果たし、目的を達成できるかどうかがチェックされないんです。それがチェックされていくべき時代です。
鈴木：先ほど加藤先生が作っていただいた筋立てに関する議論が今ここですぐには難しいと思いますので、これは宿題にしたい。私共も少し頭の中を整理する時間をいただく。そのときに加藤先生がいただいたメモと文科省の高等教育政策に関するグランドデザイン、慶応などもグランドデザインあるがそういったものを参考に、この加藤メモに相当するようなものをそれぞれの先生に作成していただき私のところに７月いっぱいでメールしていただきたい。

西澤：文科省からの補助金をいくらもらうのかは一つのファクターではあるが、しかし知事がそんなものいらないよといえばいらないわけで、県民があって成立するものであり、県内に必要なものとして、県民がうちの子どもを預けたいといえばそれで成り立つ。岩手県はおおらかですから信頼してくれてやりいいです。入学者は県内からの学生は半分。岩手県立大学では、入学者も１/３が東京や関西、１/３東北、１/３が岩手県内というところです。よいバランスだと思っている。

宮澤：他のところはどうでしょうか。

加藤：横浜市大は横浜市内１/３。推薦が２割、実質１５％しか横浜市内がいなくて議会でも問題になる。就職は首都圏中心なので通過点だという議論。通過点であるがゆえに寄与しているのではないかと言っているんだけど。それがなかなか議員さんには解かりにくいが。

下山：下関市立大学では、山口県内が３割、市内が15％～20％でしょう。地域の入学者の数は推薦で維持する努力をしています。

児玉：大阪市立大学は３割くらい。府下で５割強。

井口：京都府大の場合は、京都府内からだけの推薦２割。一般入試で１割しかない。就職については２割が府内に残るかどうかという程度。そういうことでいえば、京都市内には合計２８大学もある。そんな中で、たった４００定員の小さい大学はつぶしてしまえといいかねない議論が懇話会ででているので悩まされている。

荻上：都立は推薦。理学部と工学部で推薦１５％のみ。それ以外の努力はしていない。

鈴木：秋田で、人口を増やしている機関は大学だけかもしれない。

下山：下関で鯨会議を開いた。市の基本計画は観光。宿泊客をどう増やすかやっている、ならば「産業」の中心は大学ではないかと言っている。大学は存在することだけで「産業」としては意味がある。

山口県立大学は地元が多くて自慢もしているが、よそから集めてくるのも地元の学生を地元にとどめるのも、学生が４年間暮らすという文化的雰囲気とか経済的効果は同じ。よそから集めるのも引き止めるのも共通ではないか、喧嘩はやめようという動きになっています。

鈴木：ありがとうございました。では、７月末までに各先生からのメモをお待ちしています。

最後に職員研修のことについて事務局より説明してください。

宮澤：（以下資料「平成１４年度　職員研修について」説明）
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